
日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神

株

橋

諦

秀

次

日
隆
聖
人
出
世
当
時
の
宗
門
教
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二
喜

日
隆
聖
人
の
殉
教
的
事
歴
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二８

日
隆
聖
人
閏
揚
の
宗
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

壬
三

日
隆
聖
人
の
折
伏
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二量

日
隆
聖
人
と
日
典
上
人
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

二元

一
、
日
隆
聖
人
出
世
当
時
の
宗
門
教
義

わ
が
法
華
宗
再
興
唱
導
師
日
隆
聖
人
の
出
世
は
室
町
時
代
の
初
期
に
当
り
′
至
徳
二
年

（Ａ一
一」
一人
∝
四
）
ょ
り
寛
正
五
年

（Ａ一
ｎ四
一一
り
し

に
至
る
八
十
年
間
で
あ
る
。
こ
の
聖
人
出
世
の
時
は
恰
も
宗
門
と
し
て
は
宗
祖
滅
後
第

一
期
の
宗
義
暗
黒
時
代
で
あ
つ
て
、
宗
祖
大
聖
人

の
正
義
が
中
古
天
台
の
自
然
本
覚
の
理
体
思
想
に
よ
つ
て
隠
蔽
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
つ
た
。
即
ち
宗
門
第
二
祖
帝
都
開
教
の
日
像
聖
人

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神

五 四 三 二 一
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・

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神

が
京
洛
に
布
教
戦
線
の
第

一
歩
を
印
し
て
か
ら
後
本
宗
が
西
漸
し
た
為
、
地
元
の
比
叡
山
の
天
台
宗
と
軋
鞣
を
生
じ
宗
号
問
題
な
ど
が
発

生
し
、
こ
れ
が
為
に
本
宗
と
し
て
は
此
に
於
て
宗
義
的
に
天
台
宗
と
の
相
異
勝
劣
を
明
ら
か
に
し
て
宗
祖
の
本
義
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
態
に
立
ち
至
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
宗
祖
滅
後
よ
り
南
北
朝
に
至
る
鎌
倉
末
期
の
本
宗
の
状
態
と
し
て
は
宗
祖
畢
生
の
大

題
行
た
る
国
家
諌
暁
の
運
動
に
主
力
を
注
ぎ
、
傍
ら
関
東
方
面
に
於
て
念
佛

・
禅

・
律

・
真
言
等
の
権
宗
対
破
の
布
教
に
活
躍

し

て

い

た
。
従
つ
て
此
の
如
き
国
家
諌
暁
と
権
宗
対
破
と
に
於

て
は
そ
の
活
動
原
理
と
し
て
宗
祖
当
身
の
大
事
た
る
本
述
勝
劣
の
宗
義
ま
で
も

表
面
に
発
揚
す
る
必
要
も
な
く
、
教
判
と
し
て
は
単
に
権
実
相
対
を
以
て
し
、
台
家

（天
台
、
伝
教
両
大
師
等
の
正
統
天
ム３

与
同
の
立
場
に

於
て
活
動
す
れ
ば
よ
か
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
つ
た
か
ら
宗
祖
の
滅
後
、
宗
祖
の
直
弟
並
に
そ
の
弟
子
た
ち
が
次
々

と
入
滅
す
る
に
及
ん
で
漸
く
本
述
勝
劣
の
正
義
が
忘
却
さ
れ
て
行
つ
た
。
即
ち
南
北
時
代
に
入
つ
て
天
台
宗
と
の
間
に
問
題

が
生

じ
た

が
、
直
ち
に
宗
義
的
に
彼
宗
と
此
宗
と
の
相
異
勝
劣
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
て
い
る
。
天
台

・
法
華
両
宗
の
勝
劣
を
明

ら
か
に
す
る
為
に
は
、
彼
此
両
宗
の
宗
義
何
れ
を
も
理
解
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
此
に
於
て
本
宗
の
僧
の
間
に
は
急
激
に
台
当
両

家
研
究
の
機
運
が
生
じ
、
台
家
の
研
究
を
欲
す
る
者
は
多
く
比
叡
山
か
関
東
仙
波
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
と
こ
ろ
が
此
方
に

本
宗
の
正
し
い
教
義
を
明
確
に
把
握
し
て
い
な
い
者
が
、
彼
の
天
台
宗
に
行
け
ば
全
く
天
台
宗
の
教
義
を
そ
の
ま
ま
受
容
す
る
の
は
理
の

当
然
で
あ
る
。
当
時
の
天
台
宗
の
宗
義
は
天
台

・
妙
楽

・
伝
教
等
の
正
統
天
台
で
は
な
く
、
慈
覚

・
知
証
を
源
流
と
し
て
其
後
誤
つ
て
来

た
と
こ
ろ
の
中
古
天
台
と
称
す
る
謗
法
天
台
で
あ
つ
た
。

中
古
天
台
の
教
義
と
は

一
体
何
か
と
い
え
ば
、
修
行
を
全
然
否
定
し
た
自
然
法
商
の
本
覚
思
想
で
あ
つ
て
、
わ
れ
ら
凡
夫
は
修
行
し
な

く
て
も
本
来
佛
で
あ
る
、
修
行
し
実
相
を
証
得
す
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や
本
覚
佛
で
は
な
く
始
覚
佛
な
の
で
あ
る
。
働
て
諸
法
実
相
り
に

凡
夫
は
体
の
三
身
に
し
て
本
仏
ぞ
か
し
、
仏

（釈
迦
）
は
用
の
三
身
に
し
て
迩
佛
な
り
。　
…
…
本
佛
と
い
う
は
凡
夫
な
り
、
述
仏
と
い
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う
は
佛
な
り
。
述
佛
と
い
う
は
佛

（釈
尊
）
な
り
。

（こ
の
文
は
恐
ら
く
宗
祖
御
自
身
の
義
で′は
あ
る
ま
い
。
小
柄
は
こ
の
抄
全
体
を
宗
祖
の
撰
述
と
す
べ
き
か
否
か
疑
間
を
も
つ
て
い
る
）

と
あ
る
が
如
く
、
釈
尊
の
よ
う
に
久
修
業
所
得
し
て
成
仏
し
た
始
覚
佛
よ
り
も
、
な
ん
ら
の
修
行
も
ぜ
ず
、
本
然
の
ま
ま
の
わ
れ
わ
れ
荒

凡
夫
の
方
が
本
覚
佛
で
あ
つ
て
、
こ
の
方
が
勝
れ
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
然
ら
ば
何
故
わ
れ
わ
れ
無
智
悪
人
の
凡
夫
が
尊
い
の
か
と

い
え
ば
凡
夫
は
本
来
理
性
に
三
千
実
相
を
具
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
本
有
の
実
相
を
天
真
独
朗
の
止
観
と
い
つ
て
い
る
。
故
に

本
来
本
然
の
止
観

（実
相
）
は
教
典
と
し
て
説
き
顕
さ
れ
た
法
華
経
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
。
仏
陀
釈
尊
は
天
真
独
朗
の
止
観
を
法
華
経
と

い
う
教
説
に
顕
し
た
の
で
あ
る
か
ら
止
観
が
根
本
で
法
華
経
は
そ
の
所
生
で
あ
る
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
止
観
勝
法
華
の
法
門
で
彼
等
が
好

ん
で
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

か
よ
う
に
わ
が
宗
門
の
僧
侶
が
天
台
宗
側
へ
研
究
に
行
つ
て
彼
の
習
損
い
の
中
古
天
台
の
教
義
を
鵜
呑
み
に
し
て
帰
つ
て
来
る
、
ミ
イ

ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
つ
て
し
ま
う
、
こ
の
よ
う
な
連
中
が

「
こ
れ
が
宗
祖
大
聖
人
の
法
華
教
義
だ
」
な
ど
と
解
説
弘
通
す
る
の
だ
か
ら

た
ま
つ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
天
台
づ
り
の
実
相
主
義
を
立
て
れ
ば
従
つ
て
本
述

一
致
の
無
勝
劣
主
義
に
な
り
、
宗
祖
が

夫
れ
佛
法
と
申
す
は
勝
負

（能
開
所
開
）
を
先
と
為
す
。

（告
誠
書
）

抑
々
俗
諦
真
諦
の
中
に
は
勝
負
を
以
て
詮
と
為
し
、
世
間
出
世
と
も
甲
乙
を
以
て
先
と
為
す
か
。

（大
田
殿
許
御
書
）

等
と
い
わ
れ
て
い
る
勝
劣
主
義
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
宗
祖
の
本
意
は
無
勝
劣
平
等
の
上
の
勝
劣
主
義
で
あ
つ
て
、
天
台
づ
り
の
差
別

を
超
え
た
平
等
主
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
が
宗
祖
大
聖
人
の
本
述
勝
劣
な
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
此
の
如
き
実
相
本
意
の
中
古
天
台
の
思
想
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
踏
襲
し
た
当
時
の
諸
法
華
宗
の
本
述

一
致
説
を
徹
底
的
に
破
し

て
、
宗
祖
出
世
の
本
懐
た
る
本
述
勝
劣
、
本
門
八
品
、
上
行
要
付
の
要
法
た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
顕
揚
せ
ら
れ
た
の
が
、
わ
が
日
隆
聖

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神
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日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神

人
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
恰
か
も
闇
夜
の
中
に
輝
く

一
大
灯
明
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

二
、

日
隆
聖
人
の
殉
教
的
事
歴

日
隆
聖
人
の
一
代
の
事
蹟
に
つ
い
て
見
る
も
、
全
く
本
述

一
致
思
想
の
破
斥
と
本
勝
述
劣
本
門
八
品
の
関
揚
と
の
本
門
的
な
破
邪
顕
正

の
生
涯
に
終
始
せ
ら
れ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
事
蹟
中
主
な
る
も
の
は
妙
本
寺
の
革
正
と
三
千
余
帖
の
大
著
と
の
二
大
事
蹟
だ
と

見
て
も
差
支
へ
あ
る
ま
い
。
前
者
は
本
述

一
致
に
対
す
る
破
斥
運
動
で
あ
り
、
後
者
は
本
勝
述
劣
本
門
八
品
義
の
記
述
事
業
で
あ
る
。
今

聖
人
の
殉
教
精
神
を
顕
さ
ん
が
為
に
煩
を
厭
わ
ず
に
そ
の
事
歴
を
略
述
し
よ
う
。

聖
人
は
至
徳
二
年
十
月
十
四
日
生
誕
、
父
は
越
中
国
浅
井
郡
島
村
の
城
主
桃
井
右
馬
頭
尚
儀
、
母
は
足
利
管
領
斯
波
義
将
の
女
益
子
で

あ
つ
て
、幼
名
は
長

一
麿
、
十
二
歳
に
し
て
同
国
の
遠
成
寺
に
入
り
住
持
慶
寿
院
を
師
と
し
て
得
度
、
名
を
深
円
と
改
め
た
。
深
円
は
行
学

共
に
衆
に
秀
で
既
に
こ
の
北
越
の
辺
地
に
問
う
べ
き
師
が
な
い
の
で
、
十
四
歳
に
し
て
笈
を
負
う
て
上
洛
、帝
都
開
教
の
日
像
聖
人
の
開
基

た
る
妙
本
寺
に
入
り
日
審
上
人
を
師
と
し
名
を
慶
林
房
日
立

（後
に
日
隆
と
改
む
）
と
改
称
し
て
同
門
の
先
達
日
存
日
道
両
聖
人
の
指
導
を

受
け
て
日
夜
如
教
研
鑽
、
大
い
に
佛
道
修
行
に
励
ま
れ
、
宗
祖
大
聖
人
立
宗
の
本
意
並
に
像
門
相
承
の
秘
奥
を
極
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

妙
本
寺
は
も
と
後
醍
醐
天
皇
の
御
感
に
預
つ
た
勅
願
所
で
あ
つ
て
、
当
時
皇
室
と
の
関
係
も
深
き
上
寺
僧
も
多
く
い
て
な
か
な
か
大
寺

で
あ
り
、
加
う
る
に
寺
主
日
審
上
人
は
資
性
温
厚
、
僧
衆
の
非
を
指
弾
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
山
規
は
ま
す
ま
す
無
視
せ
ら
れ
拾
収
す

べ
か
ら
ざ
る
状
態
で
あ
つ
た
。
よ
つ
て
日
隆
聖
人
は
存

・
道
両
上
人
と
共
に
書
師
を
し
ば
し
ば
諫
言
申
し
た
が
聞
容
れ
ら
れ
ず
、
応
永
七

年

一
時
退
山
、
存

・
道
二
師
並
に
仏
性
院
日
慶
師
と
共
に
日
像
聖
人
上
洛
宣
教
の
根
拠
地
た
る
妙
本
寺
を
復
興
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
此

に
於
て
聖
人
は
存

・
道
二
師
と
共
に
大
い
に
宗
義
の
研
鑽
に
こ
れ
努
め
、
こ
こ
に
始
め
て
宗
祖
大
聖
人
の
出
世
の
本
懐
、
像
門
の
正
統
た
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る
本
勝
述
劣
、
八
品
所
顕
、
上
行
要
付
の
宗
旨
を
唱
導
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
応
永
十
二
年
十
月
審
師
遷
化
せ
ら
る
る
や
、
妙
本
寺
に
具
覚
月
明
が
寺
主
と
な
り
、
彼
は
貴
顕
紳
士
と
盛
ん
に
交
際
し
、
俗
権

に
媚
び
て
自
ら
の
勢
力
伸
張
せ
ん
こ
と
の
み
を
欲
し
て
い
た
為
、
仏
法
の
本
領
は
全
く
忘
却
さ
れ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
隆

聖
人
は
存
道
二
師
と
共
に
月
明
を
忠
諫
し
た
が
良
薬
口
に
苦
く
諌
言
耳
に
逆
ろ
う
の
道
理
で
、
彼
は
頑
と
し
て
間
容
れ
ず
、
働
て
三
師
は

決
然
妙
本
寺
を
去
つ
た
。
而
し
て
応
永
二
十
二
年
本
門
八
品
上
行
要
付
の
題
目
弘
通
の
根
本
道
場
と
し
て
本
能
寺
を
建
立
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

応
永
二
十
五
年
二
師
は
月
明
の
請
を
容
れ
て

一
時
妙
本
寺
に
帰
山
し
同
寺
の
粛
正
を
画
し
本
述
勝
劣
の
正
義
を
論
じ
た
の
で
あ
る
が
、

月
明
は

一
向
に
本
述

一
致
の
邪
義
を
捨
て
ず
、
そ
の
非
行
を
ｔ
反
省
せ
る
色
さ
え
見
え
な
い
の
で
、
同
志
二
十
余
名
と
共
に
此
処
を
退
き
、

存

。
道
二
師
は
内
野
の
草
庵
に
、
日
隆
聖
人
は
本
能
寺
に
於
て
本
迩
勝
劣
の
宗
義
を
顕
揚
し
、天
台
づ
り
の
本
述

一
致
の
謬
義
破
斥
の
法
陣

を
張
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
月
明
は
日
隆
聖
人
等
の
こ
の
行
動
を
恨
み
聖
人
を
無
き
も
の
に
し
よ
う
と
一
夜
遂
に
腹
心
の
六
人
の
剣

士
を
選
び
聖
人
の
居
た
る
大
乗
坊
を
襲
わ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
六
人
の
剣
士
と
は
吉
川
勝
十
郎
、
水
野
半
左
衛
門
、
西
尾
宮
内
、
田

中
蔵
人
、
桜
井
彦
十
郎
、
尾
崎
伝
内
で
あ
る
。
こ
の
六
人
が
居
室
を
窺
つ
て
い
る
と
、
聖
人
は
粛
然
と
端
坐
合
掌
し
床
に
か
け
ら
れ
た
大

曼
荼
羅
本
尊
に
向
つ
て
、
三

心
欲
見
仏
、
不
自
惜
身
命
、
時
我
及
衆
僧
、
倶
出
霊
鷲
山
…
…
」
等
と
自
我
掲
を
読
誦
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

威
容
た
る
や
実
に
崇
高
で
犯
し
難
く
、
六
人
の
曲
者
も
し
ば
ら
く
躊
躇
遼
巡
し
た
。
し
か
し
時
刻
は
い
よ
い
よ
迫
る
。
六
人
は
遂
に
思
切

つ
て
抜
身
を
か
ざ
し
て
踊
り
ん
だ
。

「
エ
ー
イ
ッ
」、　
今
方
に
刀
を
打
下
ろ
そ
う
と
し
た
そ
の
瞬
間
、
「何
者
だ
ッ
」、
す
る
ど
い
一
喝
、

そ
の
沈
勇
堅
忍
不
抜
の
大
信
念
に
は
さ
す
が
の
毒
匁
も
役
に
た
た
な
い
。
曲
者
は
違
々
と
輝
出
づ
る
大
曼
陀
羅
の
光
明
に
眼
も
く
ら
み
無

意
識
に
刀
を
放
り
出
し
、

「赦
し
た
ま
へ
」
と
平
伏
し
て
し
ま
つ
た
。
邪
法
を
信
ず
る
怨
敵
に
取
り
囲
ま
れ
て
而
も
泰
然
自
若
、
聖
人
の

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神
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偉
大
な
様
は
実
に
身
軽
法
重
死
身
弘
法
の
殉
教
的
勇
者
で
あ
る
。
一ハ
人
の
法
敵
は
宗
祖
の
本
意
は
本
述
勝
劣
の
教
判
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
教

判
に
よ
つ
て
詮
出
さ
れ
る
教
法
は
本
門
八
品
所
顕
上
行
要
付
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
こ
そ
末
法
相

応
、
名
字
信
者
の
下
種
の
要
法
で
あ
る
こ
と
な
ど
諄
々
と
説
き
示
さ
れ
て
、
全
く
迷
雲
が
晴
れ
て
始
め
て
正
法
の
信
抑
に
目
覚
め
た
の
で

あ
る
。
本
然
の
佛
心
に
立
還
つ
た
役
等
の
両
眼
に
は
法
悦
の
露
が
光
り
、
こ
こ
に
改
心
懺
悔
し
端
坐
合
掌
、
曼
陀
羅
に
向
つ
て
声
を
張
り

上
げ
て
願
目
を
合
唱
す
る
そ
の
容
姿
は
全
く
求
道
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
六
人
の
中
吉
川
勝
十
郎
、
水
野
半
左
衛
門
の
両
名
は
即
座
に
落

髪
、
聖
人
の
弟
子
と
な
り
、
他
の
四
名
も
信
者
と
な
つ
て
後
聖
人
の
遊
化
に
随
伴
給
仕
し
、
河
内
の
三
井
村
に
留
つ
て
題
目
信
抑
を
続
け

ら
れ
、
今
に
そ
の
子
孫
は
法
華
経
の
信
仰
に
励
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
難
の
時
三
十
四
、
か
つ
て
宗
祖
大
聖
人
が
竜

口

に
於

て

「及
加
刀
杖
者
」
の
怨
嫉
を
体
験
せ
ら
れ
て
か
ら
実
に
百
四
十
八
年
目
、
聖
人
ま
た
刀
杖
不
加
の
金
言
を
如
実
に
色
読
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
法
華
宗
再
興
唱
導
師
と
は
亦
宜
な
る
か
な
。

そ
の
後
聖
人
は
三
井
村
の
遊
化
よ
り
摂
津
尼
崎
に
転
じ
、
城
主
細
川
右
京
太
夫
満
元
の
外
護
を
得
て
本
興
寺
を
建
立
し
、
本
門
八
品
上

行
要
付
の
最
勝
佛
法
研
鑽
興
立
の
根
本
道
場
と
せ
ら
れ
た
。

此
に
於
て
本
門
八
品
上
行
要
付
の
最
勝
仏
法
の
弘
通
と
研
学
の
能
興
両
大
本
山
を
都
部
に
構

へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

後
北
陸
に
西
国
に
諸
方
に
広
く
化
を
垂
れ
、
或
は
新
た
に
本
宗
寺
院
の
建
立
に
、
或
は
余
宗
寺
院
の
改
帰
に
、
或
は
道
俗
四
衆
の
教
化

に
尽
さ
れ
、
そ
の
後
は
宗
祖
の
折
伏
が
家
の
摂
受
を
倣
い
、
尼
崎
本
興
寺
に
於
て
専
ら
教
義
の
研
究
と
子
弟
の
養
成
に
力
を
致
し
、
晩
年

は
滅
後
の
衆
生
を
化
せ
ん
が
為
に
三
千
余
帖
と
称
せ
ら
れ
る
日
蓮
門
下
前
代
未
間
の
大
著
を
完
成
せ
ら
れ
た
。
か
く
て
寛
正
五
年
二
月
二

十
五
日
門
弟
信
者
読
経
唱
題
の
裡
に
安
祥
と
し
て
帰
寂
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
春
秋
重
ね
る
こ
と
八
十
。
こ
こ
に
法
華
宗
再
興
の
則
如
来

使
の
生
涯
は
終
に
幕
を
閉
ぢ
た
の
で
あ
る
。
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三
、

日
隆
聖
人
間
揚

の
宗
義

さ
て
此
の
如
き
偉
大
な
日
隆
聖
人
の
殉
教
的
精
神
を
培
つ
た
そ
の
基
盤
と
な
つ
た
聖
人
所
懐
の
宗
義
を
述
べ
て
み
よ
う
。

宗
祖
大
聖
人
の
重
要
教
判
た
る
本
述
勝
劣
の
義
は
、
観
心
本
尊
抄

・
開
目
抄
等
の
主
要
御
書
を
始
め
諸
御
書
の
中
に
顕
説
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
日
隆
聖
人
は

本
述
勝
劣
と
云
ふ
は
法
華
宗
の
寿
命
な
り
。

（弘
経
抄
七
一〇

と
い
つ
て
お
ら
れ
る
。
而
し
て
本
宗
に
本
述
勝
劣
を
主
張
す
る
所
以
を
説
い
て

問
ふ
て
云
く
、
当
宗
に
本
述
勝
劣
を
以
て
宗
旨
と
為
す
や
。
答
ふ
、
下
種
種
子
を
顕
さ
ん
が
為
な
り
。
下
種
の
本
尊
既
に
本
門
八
品
に

あ
り
、
此
の
八
品
所
説
の
下
種
の
本
尊
を
顕
さ
ん
が
為
に
堅
く
本
述
勝
劣
を
云
ふ
な
り
。
…
…

本
述
は
下
種
種
子
を
顕
し
、
父
国
王

（本
仏
釈
尊
）
を
顕
し
、

本
因
妙
の
種
子
を
顕
し
、
総
名
を
顕
し
、
易
行
を
顕
す
と
口
伝
す
る
な
り
。
一ム云

（弘
経
抄
四
〇
）

と
い
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
本
述
勝
劣
の
教
判
は
末
法
下
種
の
種
子
た
る
三
大
秘
法
総
在
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
顕
さ
ん
が
為
で
あ
る
。

そ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
正
し
く
本
門
八
品
に
詮
顕
せ
ら
れ
上
行
菩
薩
に
付
嘱
さ
れ
た
大
法
で
、
こ
れ
が
末
法
の
順
逆
信
謗
の
両
機
全
体

を
下
種
成
佛
せ
し
め
る
易
行
の
大
法
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
本
述
と
は
実
相
の
上
に
於
け
る
本
述
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
時
間
の
上
に
於
け
る
本
述
、
教
法
の
上
に
於
け
る
本

述
で
あ
つ
て
、
日
隆
聖
人
は

本
迩
と
云
ふ
は
久
近
を
以
て
実
体
と
為
す
な
り
。
謂
く
述
は
近
な
り
、
本
は
遠
な
り
。

（弘
経
抄
一し

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神
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と
い
つ
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
久
遠
本
地
の
本
仏
所
説
の
根
本

一
乗
を
本
と
し
、
述
中
の
三
世
十
万
諸
仏
所
説
の
小
乗

ｏ
権
教

・
述
門
等
の

諸
教
を
述
と
す
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
本
述
は
結
局
能
開
所
開
能
生
所
生
の
関
係
で
あ
る
。
聖
人
は

本
述
相
対
す
る
と
き
、
当
宗
の
意
は
述
を
以
て
所
開
と
為
し
、
本
を
以
て
能
開
と
為
し
、
雨
前
述
門
無
得
道
の
教
な
り
と
定
む
。

（私
新
抄
一
一
）

と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
本
述
の
能
釈
に
よ
つ
て
判
釈
さ
れ
た
所
釈
の
仏
法
が
即
ち
本
門
八
品
所
顕
上
行
要
付
の
南
無
妙
法
蓮

経
で
あ
る
こ
と
は
観
心
本
尊
砂
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
本
宗
正
統
の
本
述
勝
劣
の
深
義
を
知
ら
ず
し
て
中
古
天
台
の
本
覚
無
作
の
邪
義
を
伝
え
ヽ
実
相
を
以
て
本
述

一
致
を
唱
え
て
い
た

の
が
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
諸
法
華
宗
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
日
隆
聖
人
は

日
像
聖
人
は

「教
観
の
異
を
弁
へ
ず
し
て
開
会
観
心
の
法
門
を
云
ふ
べ
か
ら
ず
」
等
と
示
し
た
も
ふ
。
貴
き
御
教
誠
な
り
。
こ
の
諸
御

抄
の
大
意
を
得
ざ
る
諸
法
華
宗
は
天
台
宗
の
如
く
観
心
開
会
を
好
ん
で
本
述

一
致
を
成
ず
る
大
謗
法
な
り
。

（弘
経
抄
四
）

と
も
、

ま

た

此
の
如
く
止
観
の
本
理
の
二
千
と
諸
御
抄
の
事
の
三
千
と
は
大
い
に
異
る
を
、
諸
門
流
往
古
よ
り
習
ひ
失
ふ
て
天
台
宗
所
得
の
一
念
三

千
を
以
て
、
諸
御
抄
の
神
と
為
す
こ
と
大
謗
法
な
り
。

（弘
経
抄
仝

し

と
も
仰
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
古
天
台
の
理
体
本
覚
の
邪
義
を
踏
襲
し
て
、
こ
れ
が
宗
祖
の
法
華
経
観
だ
と
心
得
て
い
た
諸
法
華
宗
は
当
時
盛
で
あ
つ

た
と
見
え
て
、
聖
人
は

能
開
所
開
を
混
じ
て
謗
法
を
成
ず
る
な
り
。
此
の
邪
義
を
口
伝
す
る
諸
法
華
宗
満
々
た
り
。

（弘
経
抄
七
一こ



と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
隆
聖
人
が
存

・
道
二
師
と
共
に
多
年
退
山
帰
山
を
く
り
か
え
し
な
が
ら
執
拗
に
妙
本
寺
の
革
正
を
計
り
、
月
明
に
対
し
て
し
ば
し
ば

諫
言
を
提
し
た
の
は
、
敢
て
月
明
に
対
す
る
単
な
る
感
情
問
題
で
は
な
く
、
全
く
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
の
本
義
に
復
し
、
日
像
聖
人
の
教
誠
に

還
ら
し
め
ん
と
す
る
破
邪
顕
正
の
熱
情
よ
り
出
で
た
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
、

「妙
蓮
寺
内
証
相
承
血
泳
次
第
条
目
之
事
」
に
よ
つ
て
明

ら
か
で
あ
る
。
而
も
単
な
る

一
人
の
月
明
、　
一
ケ
の
妙
本
寺
を
目
標
に
諌
言
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、　
一
人
の
月
明
、　
一
ケ
の
妙
本
寺
を

捨
邪
帰
正
せ
し
め
る
こ
と
自
体
、
宗
門
全
体
覚
醒
運
動
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

四
、

日
隆
聖
人
の
折
伏
義

日
隆
聖
人
は
本
述
勝
劣
の
教
判
に
よ
つ
て
判
出
さ
れ
た
八
品
所
顕
上
行
要
付
は
末
法
易
行
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
弘
通
せ
ん
と
し
て
懸

命
に
活
躍
ら
せ
れ
た
。
こ
れ
が
即
ち
京
洛

・
河
内

・
摂
津

・
兵
庫

・
北
陸

・
西
国
等
の
伝
道
弘
通
で
あ
る
”
十
二
問
答
抄
の
本
門
戒
体
を

釈
す
る
と
こ
ろ
に

折
伏
と
は
不
軽
の
先
証
こ
れ
あ
り
¨
軽
毀
四
衆
の
謗
者
は
口
を
以
て
謗
を
起
し
、
不
軽
は
口
を
以
て
二
十
四
字
の
妙
法
蓮
華
経
を
唱
へ

て
謗
者
の
口
に
折
り
入
れ
逆
縁
を
成
ず
。
日
蓮
聖
人
又
以
て
此
の
如
し
。
又
本
門
流
通
の
末
代
は
下
種
の
時
な
り
。
下
種
と
は
名
字
即

の
位
な
り
。
既
に
妙
名
を
唱
ふ
、
故
に
名
字
即
と
云
ふ
間
、
口
業
を
以
て
成
佛
を
成
ず
る
位
な
り
。
…
…
間
法
下
種
と
は
口
業
を
以
て

之
を
説
き
之
を
聞
か
し
め
下
種
を
成
ず
る
な
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
単
な
る
机
上
の
空
論
で
は
な
く
、
聖
人
の
折
伏
弘
通
の
体
験
の
結
晶
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
弘
通
色
読
よ
り
生
じ

た
聖
人
自
体
の
深
き
信
念
で
あ
つ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神
¨

―-225-―



日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神

そ
こ
で
妙
法
蓮
経
の
折
伏
弘
通
に
つ
い
て
対
外
、
対
内
の
二
意
あ
る
こ
と
は
、
宗
祖
の
諸
御
書
、
殊
に
開
目
抄
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ

る
。
先
づ
対
外
的
折
伏
は
涅
槃
経
に

「若
し
善
比
丘
あ
り
て
法
を
壌
る
者
を
見
て
置
て
呵
責
し
駈
遣
し
挙
処
せ
ず
ん
ば
、
当

に
知

る

べ

し
、
是
の
人
は
佛
法
の
中
の
怨
な
り
。
若
し
能
く
駈
遣
し
挙
処
せ
ば
是
れ
我
が
弟
子
真
の
声
間
な
り
」
と
あ
る
が
如
く
、
心
ず
謗
者
に
対

し
て
呵
責
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
抄
に
は

謗
者
多
き
世
に
は
謗
者
呵
責
を
以
て
持
戒
と
為
す
と
云
ふ
事
明
鏡
な
り
。
愛
に
知
ん
ぬ
、
謗
者
多
き
世
に
は
山
林
に
籠
り
て
摂
受
を
行

じ
謗
者
を
治
罰
せ
ず
ん
ば
還
て
犯
戒
と
な
る
な
り
。
何
に
も
謗
者
を
呵
責
せ
し
め
三
類
に
怨
ま
れ
て
退
失
の
意
な
く
、
信
心
強
盛
な
る

は
名
字
即
の
持
戒
な
り
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
謗
法
呵
責
の
折
伏
に
於
て
聖
人
は
化
儀
の
折
伏
と
法
体
の
折
伏
と
の
両
意
を
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
四
抄

抄

一
、
私
新
抄

一
一
、
弘
経
抄
七
二
等
に
記
さ
れ
て
い
る
。

化
儀
の
折
伏
は
常
の
如
く
口
に
四
ケ
の
格
言
、諸
宗
無
得
道
随
地
獄
の
根
源
、
法
華
独

一
の
成
佛
と
唱
え
、
ま
た
涅
槃
経
の
如
く
身
に
刀

製
弓
箭
鉾
梁
等
の
武
器
を
携
え
て
謗
者
を
呵
責
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
法
体
の
折
伏
と
は
常
不
軽
菩
薩
の
如
く
懸
命
に
本
地
の
根
本

一
乗

た
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
要
名
を
唱
え
て
、不
信

・
謗
者
の
耳
に
入
れ
口
に
伝
え
て
下
種
を
成
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
口
に
四
ケ
の
格
言
を
唱

え
る
こ
と
も
、
身
に
刀
杖
弓
箭
を
持
つ
こ
と
も
い
ら
な
い
。
只
高
声
に

一‐本
門
八
品
上
行
所
伝
本
因
下
種
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
唱
え

る
ば
か
り
で
よ
い
。
何
と
な
れ
ば
本
門
八
品
上
行
所
伝
の
本
地
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
既
に
述
中
小
権
迩
等
の
諸
教
を
破
廃
折
伏
し
て
顕

れ
出
で
た
大
法
で
あ
り
、
而
も
そ
の
大
法
体
内
に
は
権
実
本
述
の
諸
法
を
総
摂
し
体
内
に
於
て
能
開
所
開
本
述
宛
然
と
し
て
勝
劣
を
顕
し

て
い
て
、
謗
者
呵
責
の
功
能
は
既
に
題
目
体
内
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。さ
れ
ば
本
門
八
品
上
行
要
付
の
題
目
を
口
唱
す
る
こ
と
自
体
、

既
に
諸
教
諸
宗
無
得
道
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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常
不
軽
菩
薩
は
常
に
「我
深
敬
汝
等
不
敢
軽
慢
」等
の
二
十
四
字
の
妙
法
を
唱
え
て
軽
毀
の
四
衆
を
し
て
下
種
を
成
ぜ
し
め
た
の
で
あ
り

宗
祖
大
士
も
ま
た
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
の
開
宗
の
朝
よ
り
弘
安
五
年
十
月
十
三
日
の
臨
終
の
夕
に
至
る
ま
で
実
に
一
期
二
十
年
の
間

他
事
な
く
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
を
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
口
に
入
れ
ん
と
唱
え
て
唱
え
死
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
宗
祖
自
ら

彼
の
二
十
四
字
と
此
の
五
字
と
は
其
の
語
殊
な
り
と
雖
も
其
の
意
こ
れ
同
じ
。

（顕
佛
未
来
記
）

と
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
法
体
の
折
伏
、
真
実
の
折
伏
で
あ
る
。
小
柄
は
日
隆
聖
人
は
化
儀
の
折
伏
よ
り
も
こ
の
本
門
法
体
の
折
伏
を

以
て
本
懐
と
せ
ら
れ
た
よ
う
に
拝
承
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
対
内
的
折
伏
と
い
う
の
は
、
三
類
の
怨
嫉
を
忍
受
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
ら
の
過
去
無
量
の
謗
法
罪
を
消
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
開
目
抄
や
呵
責
謗
法
滅
罪
抄
等
に
示
さ
れ
て
い
る
宗
祖
の
謗
法
呵
責
に
よ
る
滅
罪
観
を
以
て
亀
鑑
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今

呵
責
謗
法
滅
罪
抄
の
御
文
を
引
け
ば

日
蓮
は
法
華
経
の
明
鏡
を
以
て
自
身
に
引
き
向
へ
た
る
に
都
て
く
も
り
な
し
。
過
去
の
謗
法
の
我
が
身
に
あ
る
事
疑
な
し
。
此
の
罪
を

今
生
に
消
さ
ず
ば
未
来
争
か
地
獄
の
苦
を
ば
免
る
べ
き
。
過
去
遠
々
の
重
罪
を
ば
何
に
し
て
か
皆
集
め
て
今
生
に
消
滅
し
て
未
来
の
大

苦
を
免
れ
ん
と
勘
え
し
に
、
当
世
時
に
当
て
謗
法
の
人
々
国
々
に
充
満
せ
り
。
其
の
上
国
主

（当
時
の
政
権
保
持
者
た
る
執
権
）

既
に
第

一
の
誹
謗
の
人
た
り
。
此
の
時
の
重
罪
を
消
さ
ず
ば
何
の
時
を
か
期
す
べ
き
。
…
…
度
々
か
か
る
事

（弘
通
に
対
す
る
迫
生３
出
来
せ
ば

無
量
劫
の
重
罪

一
生
の
内
に
消
え
な
ん
と
謀
て
た
る
大
術
少
し
も
違
ふ
こ
と
な
く
、
か
か
る
身
と
な
れ
ば
所
願
も
満
足
な
る
べ
し
。

と
あ
る
。
法
華
経
の
行
者
不
信

・
謗
法
の
者
を
下
種
成
佛
せ
し
め
ん
の
大
慈
悲
の
勇
猛
心
を
奮
起
し
て
折
伏
の
法
体
た
る
妙
法
蓮
華
経
を

以
て
彼
等
の
謗
法
を
呵
責
す
る
。
す
る
と
謗
者
怨
嫉
を
生
じ
て
こ
の
行
者
に
大
小
種
々
の
追
害
を
加
え
る
、
そ
の
迫
害
の
競
起
る
は
、
謗

者
に
逆
縁
下
種
を
成
ぜ
じ
め
た
証
拠
で
あ
る
と
同
時
に
、
行
者
自
ら
の
過
去
の
謗
法
罪
の
来
報
な
の
で
あ
る
。
謗
法
の
宿
罪
が
発
起
し
な

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神
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聖
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け
れ
ば
何
れ
の
時
に
か
消
減
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
故
に
こ
の
折
伏
に
よ
つ
て
峰
起
し
た
種
々
の
追
害
を
忍
受
す
る
こ
と
自
体
が
、

自
ら
の
宿
世
謗
法
罪
消
滅
の
秘
術
で
あ
る
。
宿
世
無
量
の
謗
法
罪
を
今
生
の
内

一
度
に
消
滅
せ
ん
と
す
る
方
法
は
、
万
善
万
行
能
持
諸
悪

能
遮
の
功
徳
を
総
在
す
る
総
持
陀
羅
尼
の
題
目
に
過
ぎ
た
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
怨
嫉
追
害
の
忍
受
が
自
身
の
謗
罪
消
滅
の
最
良
方
法
で
あ
る
こ
と
は
日
隆
聖
人
既
に
万
々
承
知
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要

し
な
い
。
さ
れ
ば
聖
人
は
法
華
経
の
実
体
が

「忍
」
な
る
こ
と
を
説
い
て

勧
持
品
に
は

「我
等
皆
当
忍
」

「皆
当
忍
受
之
」
と
云
て
六
ケ
に

「忍
」
と
説
け
り
。
誠
に
末
代
悪
世
の
不
軽
の
行
相
は
忍
衣
の
弘
経

な
り
。
其
の
土
を

「忍
土
」
と
云
い
、
其
の
益
を

「得
無
生
法
忍
」
と
云
ふ
。
六
度
の
中
に
は
忍
辱
行
あ
り
、
諸
戒
皆
忍
行
な
り
。
さ

れ
ば
法
華
経

一
部
の
実
体
を
ば

「忍
」
の
一
字
と
習
ふ
仔
細
こ
れ
あ
り
。
…
…
法
華
経

一
部
は
忍
法
な
り
。
忍
法
の
故
に
雨
前
を
捨
て

て
法
華
経
を
取
り
、
広
を
捨
て
て
略
を
取
り
、
略
を
捨
て
て
要
句
を
取
る
、
要
句
を
捨
て
て
妙
法
蓮
華
経
を
取
り
、
要
法
を
以
て
正
行

と
為
す
は
減
縁
減
行
の
如
し
。
…
…
此
の
義
は
日
道
の
御
義
な
り
。

（弘
経
抄
四
こ

と
仰
せ
ら
れ
、
最
要
の
忍
経
た
る
妙
法
蓮
華
経
を
以
て
謗
法
呵
責
の
折
伏
行
を
修
す
る
出
家
を
以
て
末
代
最
勝
の
比
丘
僧
と
せ
ら
れ
て
い

る
。
即
ち

信
心
堅
固
に
し
て
如
説
修
行
抄
の
如
く
流
罪
死
罪
に
行
は
れ
、
或
は
題
目
修
行
を
致
し
て
勧
持
品
の
如
く
之
を
行
ず
。
是
れ
又
最
要
の

僧
比
丘
な
り
。
謂
く
信
心
堅
固
の
故
に
身
命
財
を
惜
ま
ざ
る
出
家
な
り
。
不
軽
菩
薩
の
如
し
。
二
十
四
字
の
体
妙
総
在
の
南
無
妙
法
蓮

華
経
を
以
て
謗
者
に
勧
め
自
他
信
心
の
食
を
乞
ふ
な
り
。

（弘
経
抄
一
一こ

と
い
わ
れ
て
い
る
。
聖
人
の
尼
崎
勧
学
院
に
於
け
る
子
弟
教
育
の
根
本
精
神
は
、
恐
ら
く
こ
の
法
難
忍
受
を
目
標
と
す
る
末
代
信
心
僧
の

養
成
に
あ
つ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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五
、
日
隆
聖
人
と
日
典
上
人

そ
こ
で
思
出
さ
れ
る
の
は
種
子
島
の
領
主
種
子
島
時
氏
の
改
悔
を
願
い
、
島
民
全
体
を
正
法
た
る
法
華
経
に
帰
依
せ
し
め
ん
と
し
て
不

惜
身
命
の
伝
道
、
終
に
寛
正
四
年

（Ａ一
ｎ四
一一
に
一し
四
月
二
十

一
日
夜
半
、
同
島
城
ケ
浜
に
て
石
子
詰
の
法
難
を
身
読
せ
ら
れ
た
殉
教
の
偉

聖
日
典
上
人
で
あ
る
。
上
人
は
尼
崎
勧
学
院
に
於
て
文
字
通
り
十
年

一
日
の
如
く
日
隆
聖
人
に
師
事
し
、
随
分
と
聖
人
よ
り
本
地
甚
深
の

法
門
を
伝
受
し
、
殊
に
不
軽
忍
衣
の
弘
経
の
尊
さ
を
重
々
心
読
さ
れ
た
こ
と
と
察
せ
ら
れ
る
。
日
典
上
人
の
旧
宗
は
律
宗
で
あ
つ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
が
、
上
人
が
日
隆
聖
人
よ
り
律
宗
亡
国
の
法
た
る
こ
と
に
つ
い
て

一
体
如
何
な
る
法
門
を
承
つ
た
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て

今
伺
等
の
文
献
も
見
当
ら
な
い
の
で
そ
の
こ
と
を
知
る
由
も
な
い
が
、
恐
ら
く
左
の
如
き
内
容
の
法
門
で
あ
つ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
云
く

正
像
二
時
の
小
権
の
諸
戒
は
難
行
の
戒
な
り
。
述
門
の
円
戒
な
ほ
難
行
の
戒
に
属
す
。
況
や
当
世
の
律
宗
の
五
篇
七
緊

（小
乗
２
一百
五

十
戒
）

等
皆
悉
く
有
名
無
実
、
虚
無
の
瓦
器
戒
な
り
。
な
ほ
戒
の
名
を
与
ふ
れ
ば
破
戒
の
義
あ
る
に
似
た
り
。
当
時
は

一
同
に
無
戒
に

し
て
破
戒
な
ほ
な
し
。
況
や
持
戒
に
於
て
を
や
。
末
代
時
機
相
応
の
本
門
金
器
戒
ば
か
り
真
実
の
戒
な
り
。
是
れ
真
の
一
得
永
不
失
の

円
戒
な
り
。
之
を
以
て
彼
を
思
ふ
に
当
世
律
宗
等
の
諸
宗
は
法
華
謗
法
の
破
戒
な
り
。
故
に
亡
国
の
戒
化
云
ふ
な
り
。
（■
一一問
答
抄
下
）

と
日
典
上
人
が
こ
の
厳
し
い
教
を
受
け
て
帰
郷
し
、
こ
れ
を
全
島
律
宗
の
領
主
を
始
め
島
民
に
問
か
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
惨
刑
に
遭

う
の
も
当
然
す
ぎ
る
程
当
然
で
あ
る
。
末
僧
た
る
わ
れ
ら
が
想
像
す
る
だ
も
身
ぶ
る
い
の
す
る
激
し
い
忍
衣
の
弘
経
で
あ
る
と
同
時
に
、

わ
れ
ら
い
う
に
甲
斐
な
き
愚
禿
比
丘
に
対
す
る
峻
烈
な
る
教
訓
で
あ
る
。
尊
し
と
も
尊
ｔ
。

終
り
に
臨
ん
で
日
隆
聖
人
の
法
華
宗
の
道
俗
に
示
さ
れ
た
教
誨
を
掲
げ
て
わ
れ
ら
の
信
心
増
進
に
供
し
て
欄
筆
す
る
。

日
隆
聖
人
の
殉
教
精
神
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日
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聖
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の
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教
精
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此
の
名
字
の
信
者
は
事
戒
を
用
い
ず
、　
一
向
に
持
経
即
第

一
義
戒
の
理
戒

（総
在
戒
た
る
妙
法
蓮
華
経
）
を
用
う
る
な
り
。　
信
の
裏
の
解

は
解
其
義
趣
の
義
な
り
。
是
れ
無
智
が
家
の
解
智
な
り
。
分
に
事
戒
を
用
ふ
べ
き
な
り
。
分
と
は
剃
髪
染
衣
の
形
と
成
り
、

『断
愧
の

心
を
起
し
六
根
懺
悔
等
を
用
う
る
な
り
。
…
…
…
此
の
普
賢
経
の
意
は
常
に
』
漸
愧
懺
悔
を
成
し
、
鎮
へ
に
滅
罪
生
善
の
思
慮
を
廻
ら

し
、
散
心
を
嫌
ひ
、
定
心
を
好
み
、
殺
盗
婚
妄
を
恐
れ
て
偏
へ
に
善
心
を
好
み
、
傍
ら
に
孔
子
老
子
の
道
を
学
び
、
思
無
邪
の
三
字
を

心
に
懸
け
、
忠
孝
の
二
字
を
純
し
、
世
出
世
の
道
に
入
り
、
形
の
如
き
発
菩
提
心
こ
れ
あ
る
人
は
信
が
家
の
解
書
、
事
戒
の
一
分
な
り

ｊ
ム。

（十
三
問
答
抄
下
）

（昭
三
七
、
四
、　
一
記
）
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